
給与支払報告書等提出時の注意事項 
                     

１.令和６年度（令和５年分）の給与支払報告書の提出について 

提出期限は令和６年１月 31 日（水） です（地方税法３１７条の６）。 

 

２.給与支払報告書の記載について 

給与所得者の住所（１月１日時点の住民登録地）、氏名、生年月日を正確に記載し

てください。 

提出していただく給与支払報告書に記載の給与所得者の住所（令和６年１月１日時点の住

民登録地）、氏名、生年月日に誤りがあった場合、正確な情報の調査に時間を要すため、課税

が遅れる場合や課税できない可能性があります。 

 

 

３.給与支払報告に係る異動届出書及び特別徴収切替届出書の提出について 

提出期限は令和６年４月１５日（月） です。 

退職・転勤等に関する給与所得者異動届出書及び就職等に伴う特別徴収切替届出（依頼）

書は、４月１５日到着分まで、令和６年度当初の税額通知書に反映することができます。特

に、退職の給与支払報告書を提出した従業員について、再雇用等により再び特別徴収開始を

希望する場合は、特別徴収切替届出（依頼）書を忘れずに提出してください。 

※異動届出書及び特別徴収切替届出書を期限後に提出された場合は、特別徴収の開始時 

期や毎月の月割額に影響がでますのでご注意ください。 

期限内提出：   ６月から翌年５月までの１２回で徴収・納入 

期限後提出：（例）７月から翌年５月までの１１回で徴収・納入 

（年税額は変わりませんが、提出時期によって徴収・納入回数が減り１回の金額が増加します。） 

                        

高崎市役所 市民税課 

《裏面の記載例もご参照ください》 



・ ・ ・

令
和

６
年

度
（
令

和
５

年
分

）
 給

与
支

払
報

告
書

（
総

括
表

）
の

記
載

に
つ

い
て

総
括

表
に

印
字

さ
れ

て
い

る
法

人
番

号
、

郵
便

番
号

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

名
称

に
変

更
が

あ
る

場
合

は
、

朱
書

き
で

訂
正

し
て

く
だ

さ
い

。

各
欄

に
必

要
事

項
を

記
載

し
、

給
与

支
払

報
告

書
（
個

人
別

明
細

書
）
に

添
え

て
提

出
し

て
く
だ

さ
い

。

普
通

徴
収

に
該

当
す

る
従

業
員

が
い

る
場

合
は

、
右

半
分

の
「
【
普

通
徴

収
用

】
給

与
支

払
報

告
書

（総
括

表
）」

の
普

通
徴

収
切

替
理

由
欄

に
理

由
ご

と
の

人
数

を
記

載
し

、
あ

わ
せ

て
提

出
し

て
く
だ

さ
い

。
ま

た
、

該
当

者
の

給
与

支
払

報
告

書
（
個

人
別

明
細

書
）
の

摘
要

欄
に

必
ず

該
当

理
由

の
符

号
（普

Ａ
～

Ｆ
）を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

提
出

期
限
：

令
和

６
年

１
月

３
１

日
（

厳
守
）

【
普

通
徴

収
用

】
令

和
６

年
度

(令
和

５
年

分
) 

給
与

支
払

報
告

書
(総

括
表

）
※

普
通

徴
収

対
象

者
が

い
な

い
場

合
、

事
業

所
用

控
え

と
し

て
ご

使
用

く
だ

さ
い

。

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
高

崎
市

長
　

宛
　

　
　

　
　

　
　

令
和

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

提
出

2

※

退
職

者
、

退
職

予
定

者
（

５
月

末
日

ま
で

）
及

び
休

職
者

※
₂

人

合
　

　
　

　
　

　
　

計
人

普
Ｃ

給
与

が
少

な
く

税
額

が
引

け
な

い
（

例
：

年
間

の
給

与
支

給
額

が
9
6
万

5
千

円
※
₁
以

下
）

人

普
通
徴
収
切
替
理
由
欄

符
 
号

普
　

通
　

徴
　

収
　

切
　

替
　

理
　

由
人

 
数

普
Ａ

総
従

業
員

数
が

２
人

以
下

（
下

記
「

普
Ｂ

」
～

「
普

Ｆ
」

に
該

当
す

る
全

て
の

（
他

市
区

町
村

分
を

含
む

）
従

業
員

数

を
差

し
引

い
た

人
数

）
人

普
Ｂ

普
Ｅ

事
業

専
従

者
（

個
人

事
業

主
の

み
対

象
）

人

普
Ｆ

他
の

事
業

所
で

特
別

徴
収

（
例

：
乙

欄
適

用
者

）
人

普
Ｄ

給
与

の
支

払
が

不
定

期
（

例
：

給
与

の
支

払
が

毎
月

で
な

い
）

人

指
　

定
　

番
　

号

※
₁
「
年
間
の
給
与
支
給
額
」
は
、
前
橋
市
、
高
崎
市
及
び
桐
生
市
は
9
6
万
5
千
円
、
そ
れ
以
外
の
群
馬
県
内
の
市
町
村
は
9
3
万
円
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、

群
馬
県
以
外
の
都
道
府
県
に
つ
い
て
は
従
業
員
が
お
住
ま
い
の
市
町
村
へ
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

※
₂
休
職
者
と
は
、
休
職
に
よ
り
令
和
６
年
４
月
１
日
時
点
で
給
与
の
支
払
い
を
受
け
な
い
場
合
に
限
り
ま
す
。

〇
普
通
徴
収
と
す
る
場
合
は
、
個
人
別
明
細
書
の
摘
要
欄
に
該
当
す
る
符
号
（
普
Ａ
、
普
Ｂ
な
ど
）
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和

６
年

度
(令

和
５

年
分

) 
給

与
支

払
報

告
書

(総
括

表
)

※
　
１
月
３
１
日
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

指
　

定
　

番
　

号
　

高
崎

市
長

　
　

宛
令

和
年

月

給
与

支
払

者
の

個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

（
右

詰
で

記
載

）

日
提

出

給
与

支
払

者

所
在

地

〒

（
電

話
　

）

受
給

者

総
人

数

（他
市

町
村

分
も

含
む

）

事
業

種
目

高 崎 市 へ の 報 告 人

員

人人

普
通

徴
収

者

(
個

人
納

付
)

特
別

徴
収

者

(給
与

天
引

き
)

(
フ

リ
ガ

ナ
)

人

名
称

合
計

人

(
フ

リ
ガ

ナ
)

給
与

の
支

払
方

法

及
び

そ
の

期
日

代
表

者
の

職
氏

名
新

規
採

用
や

中
途

入

社
が

い
る

場
合

、
そ

の

人
の

前
職

分
の

給
与

は
含

ん
で

い
ま

す
か

？

は
い

 ・
 い

い
え

連
絡

者
の

氏
名

及
び

電
話

番
号

課
係

氏
名

(人
数

：
　

　
　

　
人

)

摘
要

欄
に

そ
の

旨
の

記
載

は
あ

り
ま

す
か

？
は

い
 ・

 い
い

え
（

電
話

　
）

会
計

事
務

所

等
の

名
称

納
入

書
の

送
付

要
  
 ・

  
不

要
（

電
話

　
）

※
 
普

通
徴

収
と

す
る

場
合

は
、

右
半

分
の

「
【

普
通

徴
収

用
】

給
与

支
払

報
告

書
（

総
括

表
）

」
の

提
出

が
併

せ
て

必

要
で

す
。

　
 
「

【
普

通
徴

収
用

】
給

与
支

払
報

告
書

（
総

括
表

）
」

の
提

出
が

な
い

場
合

は
、

原
則

と
し

て
特

別
徴

収
と

な
り

ま

す
。

2

※

給
与
支
払
報
告
書
（
総
括
表
）
の
記
載
に
あ
た
っ
て
の
留
意
事
項

１
同

封
の

「
給

与
支

払
報

告
書

（
総

括
表

）
の

記
載

に
つ

い
て

」
を

参
考

に
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。
２

「
給

与
支

払
者

の
個

人
番

号
又

は
法

人
番

号
」
欄

に
は

、
給

与
支

払
者

の
個

人
番

号
（
行

政
手

続
に

お
け

る
特

定
の

個
人

を
識

別
す

る
た

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い う
。

）
又

は
法

人
番

号
（
同

条
第

１
５

項
に

規
定

す
る

法
人

番
号

を
い

う
。

）
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
な

お
、

個
人

番
号

を
記

載
す

る
場

合
は

、
左

側
を

１
文

字
空

け
て

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
３

「
受

給
者

総
人

数
」
欄

に
は

、
１

月
１

日
現

在
に

お
い

て
給

与
の

支
払

を
す

る
事

務
所

、
事

業
所

等
か

ら
給

与
等

の
支

払
を

受
け

て
い

る
者

の
総

人
数

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。
４

「
高

崎
市

へ
の

報
告

人
員

」
欄

に
は

、
高

崎
市

に
対

し
て

「
給

与
支

払
報

告
書

（
個

人
別

明
細

書
）
」
を

提
出

す
る

者
（
退

職
者

を
含

む
。

）
の

延
べ

人
数

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。
５

「
給

与
の

支
払

方
法

及
び

そ
の

期
日

」
欄

に
は

、
月

給
、

週
給

等
及

び
毎

月
２

０
日

、
毎

週
月

曜
日

等
と

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
６

※
の

欄
は

記
載

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
７

右
半

分
の

「
【
普

通
徴

収
用

】
給

与
支

払
報

告
書
(総

括
表

）
」
は

、
普

通
徴

収
対

象
者

が
い

る
場

合
の

み
ご

提
出

く
だ

さ
い

。
普

通
徴

収
対

象
者

が
い

な
い

場
合

、
事

業
所

控
え

と
し

て
ご

使
用

く
だ

さ
い

。

法
人

番
号

が
記

載
さ

れ
て

い
る

場
合

に
は

正
し

い
か

ど
う

か
確

認
し

て
く
だ

さ
い

（個
人

事
業

主
の

場
合

は
個

人
番

号
は

記
載

し
て

お
り

ま
せ

ん
）。

訂
正

が
あ

る
場

合
に

は
朱

書
き

で
訂

正
を

し
て

く
だ

さ
い

。
空

欄
の

場
合

に
は

法
人

番
号

（
個

人
事

業
主

の
場

合
に

は
個

人
番

号
）
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

普
通

徴
収

の
該

当
者

が
い

る
場

合
は

、

右
半

分
の

【普
通

徴
収

用
】給

与
支

払
報

告
書

（総
括

表
）も

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。

0

普
通

徴
収

該
当

者
の

内
訳

と
合

計
人

数
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

あ
わ

せ
て

、
給

与
支

払
報

告
書

（
個

人
別

明
細

書
）の

摘
要

欄
に

も
、

切
替

理
由

の
符

号
の

記
載

が
済

ん
で

い
る

こ
と

を
確

認
し

て
く
だ

さ
い

。

税
理

士
等

に
事

務
を

依
頼

し
て

い
る

場
合

は

そ
の

連
絡

先
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
納

入
書

の
要

・不
要

を

〇
印

を
つ

け
て

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。

＜
前

職
分

の
給

与
を

含
ん

で
い

ま
す

か
？

＞

・高
崎

市
に

提
出

す
る

者
の

中
で

、
前

職
分

の
給

与
を

含
ん

で
年

末
調

整
を

行
っ

た
者

が
１

人
で

も
い

る
場

合
は

、

「は
い

」に
○

印
を

つ
け

て
く
だ

さ
い

。

＜
摘

要
欄

に
そ

の
旨

の
記

載
は

あ
り

ま
す

か
？

＞

・給
与

支
払

報
告

書
（個

人
別

明
細

書
）
の

摘
要

欄
に

、
前

職
分

の
支

払
者

名
や

支
払

額
等

を
記

載
し

た
の

ち
に

、

「は
い

」
に

○
印

を
つ

け
て

く
だ

さ
い

。

市
役
所
か
ら
問
い
合
わ
せ
る
際
の

連
絡
先
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

記
載

が
無

い
場

合
、

照
会

を
行

う
場

合
が

あ
り

ま
す

。

必
ず

記
載

を
お

願
い

し
ま

す
。


